
広域連携型プログラムの対象区域

１．連携元区域（医師多数県）
医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県（但し、地理的事情などの
特殊事情を有する沖縄県は除く。）

２．連携先区域（医師少数県等）
➀医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県

➁医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域

➂連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（対象人数の一部）

東京都、大阪府、京都府、岡山県、福岡県

青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、新潟県、長野県、岐阜県、三重県、山口県、
宮崎県

北海道、宮城県、福井県、島根県、大分県、鹿児島県の医師少数区域

東京都、京都府、岡山県、福岡県の医師少数区域

※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。
※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％を限度とする。
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※医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の中で富山県、山梨県、広島県、愛媛県は医師少数区域がない。

※連携元区域に該当する医師多数県のうち、大阪府には医師少数区域がない。

資料４－２

（令和6年7月31日広域連携型プログラムに関する説明会資料（厚生労働省開催）より抜粋）



広域連携型プログラムの作成スケジュール
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厚生労働省 医師多数県
連携元病院
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連携先病院のリスト・
情報の提供を依頼

連携元病院の選定を
依頼

連携先病院リスト・
情報を提供

連携先病院リスト・
情報を作成

連携元病院リストの
提供

連携元病院リストの
提出

医師少数県等・連携
先病院への連絡

医師多数県・連携
元病院への連絡

県・病院間の調整・プログラム作成

※病院間の連絡調整の前に医師多数県や医師少数県等で連絡調整を行うことも考えられる。
※上記流れに限らず、連携元病院が独自にリストにない連携先病院と連携することも可能。但し、当該連携先病院は、連携の状況を医師少数県等に連絡すること
とする。

連携元病院を選定

連携元病院⇒都府県
プログラム届出

連携先病院リスト・
情報の提出

令和６年8月30日
までに提出

令和６年９月6日
までに提出

令和７年４月末までに
プログラム届出


